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告 示■

◎群馬県告示第２４３号

鳥獣保護区設定の告示（昭和５２年群馬県告示第８１７号）の一部を次のように改正し、令和２年１１月１日か

ら施行する。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

本文中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（大正７年法律第３２号）第８条ノ２第１項」を「鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２８条第１項」に改める。

表神流湖鳥獣保護区の項を次のように改める。

神流湖鳥獣 藤岡市及び神流町の一部で、国道４６２号の下久保トンネ 平成２９年１ １ 指定区分 集
保護区 ル出口を起点とし、これから市道鬼石４１４４号線を南に進 １月１日から 団渡来地

んで下久保ダムの提冠に至り、これから同提冠を南東に進ん 令和９年１０
で群馬県と埼玉県の境界線に至り、これから同境界線を西に 月３１日まで ２ 指定目的 集
進んで多野郡神流町と埼玉県秩父市との境界線の交点に至 団で渡来する水
り、これから同交点を南西に進んで町道大寄太田部線とやあ 鳥等の渡り鳥の
な沢川との交点に至り、これから同町道を西に進んで柏木橋 保護を図るため
に至り、これから同橋を渡って国道４６２号の交点に至り、
これから同国道を東に進んで高瀬地区、犬目地区及び保美濃
山地区を経て起点に至る線で囲まれた一円の区域（３１５
ヘクタール）

◎群馬県告示第２４４号

鳥獣保護区設定の告示（昭和５５年群馬県告示第７７０号）の一部を次のように改正し、令和２年１１月１日か

ら施行する。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

本文中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（大正７年法律第３２号）第８条ノ８第１項」を「鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２８条第１項」に改める。

表大峰山鳥獣保護区の項を次のように改める。

大峰山鳥獣 利根郡みなかみ町の一部で、国有林月夜野事業区のうち２ 令和２年１１ １ 指定区分 森
保護区 ５２林班、２５３林班及び２５４林班の区域であり、県道月 月１日から令 林鳥獣生息地

夜野猿ヶ京温泉線と国有林２５１林班と国有林２５２林班の 和１２年１０
林班界との交点を起点とし、これから同林班界を北西に進ん 月３１日まで ２ 指定目的 野
で大峰山頂に至り、これから更に北東に進んで国有林２５４ 生鳥獣の生息の
林班と民有林との境界線に至り、これから同境界線を２５４ 維持と保護
林班、２５３林班、２５２林班と南進し大峰林道大沼支線に
至り、これから更に２５２林班と民有林との境界を南進及び
北西に進んで起点に至る線で囲まれた一円の区域（４０４ヘ
クタール）
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◎群馬県告示第２４５号

鳥獣保護区設定の告示（昭和５９年群馬県告示第７７９号）の一部を次のように改正し、令和２年１１月１日か

ら施行する。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

表妙義鳥獣保護区の項を次のように改める。

妙義鳥獣保 富岡市及び甘楽郡下仁田町の一部で、同市妙義町所在の妙 平成２６年１ １ 指定区分 森
護区 義神社前の白雲橋を起点とし、これから県道上小坂四ツ家妙 １月１日から 林鳥獣生息地

義線を南西に進み樽ワキ沢との交点に至り、これから同沢を 令和６年１０
南東に進み諸戸川との合流点に至り、これから同川を西に進 月３１日まで ２ 指定目的 野
み諸戸国有林１０１林班との交点に至り、これから同国有林 生鳥獣の生息環
と民有林との境界線を南西及び南東に進み金鶏山を経て西北 境の保全と保護
西に進み一本杉（通称）に至り、これから県道上小坂四ツ家 増殖を図るため
妙義線へ通ずる歩道を西に進み同県道との交点に至り、これ
から同県道を南西に進み中ノ岳神社の鳥居に至り、これから
同神社の参道を北北西に進み轟岩に至り、これから民有林と
県立妙義公園との境界線を北に進み安中市と甘楽郡下仁田町
の境界線との交点（中ノ岳）に至り、これから同境界線を北
東に進み県道磯部停車場妙義山線との交点に至り、これから
同県道を南西に進み県道上小坂四ツ谷妙義線との交点に至
り、これから同県道を南に進み起点に至る線で囲まれた一円
の区域及び安中市の一部で、同市松井田町所在の三方境（通
称）を起点とし、これから中木山国有林１１２林班と１１７
林班の境界線を北北東に進み同国有林１１３林班と１１７林
班との境界線に至り、これから同境界線を北北東に進み国有
林と民有林との境界線に至り、これから同境界線を東に進み
市道９１１２号線との交点に至り、これから同市道を南西に
進み籠沢コース（通称）との交点に至り、これから同コース
を西に進み巡視道（通称）との交点に至り、これから同道を
南、西及び西北西に進み起点に至る線で囲まれた一円の区域
（７７１ヘクタール）

◎群馬県告示第２４６号

鳥獣保護区設定の告示（昭和６０年群馬県告示第７９７号）の一部を次のように改正し、令和２年１１月１日か

ら施行する。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

本文中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（大正７年法律第３２号）第８条ノ８第１項」を「鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２８条第１項」に改める。

表を次のように改める。

名称 区域 存続期間 保護に関する指針

西みかぼ鳥 多野郡神流町の一部で、主要地方道高崎神流秩父線に架か 平成１７年１ １ 指定区分 身
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獣保護区 る御鉾一号橋を起点とし、これから気奈沢川とヨコオテ沢の １月１日から 近な鳥獣生息地
合流点に至り、これから同沢を北北西に進んで主要地方道高 令和７年１０
崎神流秩父線との交点に至り、これから同主要地方道を北北 月３１日まで ２ 指定目的 野
東に進んで町有林と国有林西毛森林計画区２０林班の境界線 生鳥獣の良好な
との交点に至り、これから同境界線を南南東に進んで樽の沢 生息地を確保
との交点に至り、これから同沢を南南東に進んで主要地方道 し、自然とのふ
高崎神流秩父線との交点に至り、これから同主要地方道を南 れあいや環境教
南西に進んで起点に至る線で囲まれた一円の区域（４５ヘク 育の場を確保す
タール） るため

◎群馬県告示第２４７号

鳥獣保護区設定の告示（平成５年群馬県告示第７４０号）の一部を次のように改正し、令和２年１１月１日から

施行する。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

本文中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（大正７年法律第３２号）第８条ノ８第１項」を「鳥獣の保護及び管理並

びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第２８条第１項」に改める。

表を次のように改める。

名称 区域 存続期間

みかぼ森林 藤岡市の一部で、群馬県森林計画図藤岡市７８林班のうち、５９小班、６０小 平成１５年１
公園鳥獣保 班、６１―１小班、６１―２小班、６１―３小班、６２―１小班、６２―２小班 １月１日から
護区 及び８２林班の区域（２５５ヘクタール） 令和５年１０

月３１日まで

◎群馬県告示第２４８号

狩猟鳥獣の捕獲禁止区域の指定の告示（平成２６年群馬県告示第３１４号）の一部を次のように改正し、令和２

年１１月１日から施行する。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

本文中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律」に改める。

表中「平成２６年１１月１日から平成３２年１０月３１日まで」を「令和２年１１月１日から令和７年３月３１

日まで」に改める。

◎群馬県告示第２４９号
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり狩猟鳥獣の捕獲禁止区域を指定し、令和２年１１月１日から施行する。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

捕獲を禁止する
名称 種別 区域 存続期間

狩猟鳥獣

妙義狩猟鳥 ニホンジカ及びイ 銃猟の禁止（止め 安中市の一部で、県道磯部停車場妙義 令和２年１１月
獣の捕獲禁 ノシシを除く全て 刺しを除く。） 山線と同市と富岡市の境界線との交点を １日から令和７
止区域 の狩猟鳥獣 起点とし、これから同境界線を西、南西 年３月３１日ま

及び南に進み安中市と甘楽郡下仁田町の で
境界線との交点（中ノ岳）に至り、これ
から同境界線（中木山国有林１０７、１
０８、１０９の各林班と民有林との境界
線）を西に進み同国有林１０９林班の北
西端との交点に至り、これから北方の同
国有林１１０林班と１１１林班の境界線
との交点に通ずる稜線を北東に進んで同
交点に至り、これから同国有林と民有林
との境界線を北北西及び北東に進み同国
有林１１２林班と１１７林班の境界線と
の交点に至り、これから同境界線を北東
に進み三方境（通称）との交点に至り、
これから巡視道（通称）を東南東、東及
び北に進み籠沢コース（通称）との交点
に至り、これから同コースを北東に進み
市道９１１２号線との交点に至り、これ
から同市道を北東に進み同国有林と民有
林の境界線との交点に至り、これから同
境界線を南東に進み市道９２０６号線と
の交点に至り、これから同市道を南東に
進み市道９５４７５号線との交点に至
り、これから同市道を南東に進み主要地
方道松井田下仁田線との交点に至り、こ
れから同主要地方道を南に進み県道磯部
停車場妙義山線との交点に至り、これか
ら同県道を南西に進み起点に至る線で囲
まれた一円の区域（１，２８０ヘクター
ル）

◎群馬県告示第２５０号

銃猟禁止区域の設定の告示（昭和５２年群馬県告示第７１８号）の一部を次のように改正し、令和２年１１月１

日から施行する。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

表竹沼特定猟具使用禁止区域の項を次のように改める。

竹沼特定猟具 藤岡市及び高崎市の一部で、国道２５４号と県道金井倉賀野停 永年 銃器
使用禁止区域 車場線の交点を起点とし、これから同県道を南に進み市道８００
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７号線に至り、これから同市道を北西に進み市道２１８号線に至
り、これから同市道を北西に進み藤岡市と高崎市の境界に至り、
これから同境界を北に進み主要地方道神田吉井停車場線に至り、
これから同主要地方道を北西に進み市道小串・向平線に至り、こ
れから同市道を北に進み市道山本・平野線に至り、これから同市
道を北西に進み上信越自動車道に至り、これから同自動車道を西
に進み市道久保・東沢線に至り、これから同市道を北に進み市道
夜明・原線に至り、これから同市道を北北西に進み国道２５４号
に至り、これから同国道を東に進み起点に至る線で囲まれた一円
の区域（７２８ヘクタール）

◎群馬県告示第２５１号

銃猟禁止区域の設定の告示（昭和５５年群馬県告示第６２２号）の一部を次のように改正し、令和２年１１月１

日から施行する。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

本文中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（大正７年法律第３２号）第１０条」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第３５条第１項」に、「銃猟禁止区域」を「特定猟具使用禁止

区域」に改める。

（１）から（４）の項までを削り、本文の次に次の表を加える。

禁止に係る特
名称 区域 存続期間

定猟具の種類

桜山特定猟具 藤岡市三波川の一部で、市道鬼石３１８３号と県道会場鬼石線 永年 銃器
使用禁止区域 との交点を起点とし、これから同県道を西に進んで林道日向線と

の交点に至り、これから同林道を北に進んで市道鬼石３１３６号
との交点に至り、これから同市道を南東に進んで市道鬼石３１８
３号との交点に至り、これから市道鬼石３１８３号を北東に進ん
で雲尾地区を経て、更に同市道を南東に進んで起点に至る線で囲
まれた一円の区域（３３０ヘクタール）

◎群馬県告示第２５２号

銃猟禁止区域の設定の告示（昭和５８年群馬県告示第７５５号）の一部を次のように改正し、令和２年１１月１

日から施行する。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

本文中「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律（大正７年法律第３２号）第１０条」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第３５条第１項」に、「銃猟禁止区域」を「特定猟具使用禁止

区域」に改める。

表を次のように改める。
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禁止に係る特
名称 区域 存続期間

定猟具の種類

おにし青少年 藤岡市保美濃山の一部で、東沢と国道４６２号との交点（東沢 永年 銃器
野外センター 橋）を起点とし、これから同国道を西に進んで市道鬼石４１４２
特定猟具使用 号線との交点に至り、これから同市道を北東に進んで林道栢ケ舞
禁止区域 線との交点に至り、これから同林道を東に進んで東沢との交点に

至り、これから同沢を南西に進んで起点に至る線で囲まれた一円
の区域（３８ヘクタール）

◎群馬県告示第２５３号

銃猟禁止区域の設定の告示（昭和６０年群馬県告示第７５８号）の一部を次のように改正し、令和２年１１月１

日から施行する。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

表波志江沼特定猟具使用禁止区域の項を次のように改める。

波志江沼特定 伊勢崎市の一部で、県道深津伊勢崎線と市道（伊）１－１４号 令和２年１１ 銃器
猟具使用禁止 線との交点を起点とし、これから同市道を西に進み国道１７号と 月１日から令
区域 の交点に至り、これから同国道を西に進み市道（伊）１－５０６ 和１２年１０

号線との交点に至り、これから同市道を北に進み市道（赤）２０ 月３１日
７号線との交点に至り、これから同市道を東に進み市道（赤）１
０７号線との交点に至り、これから同市道を東に進み県道深津伊
勢崎線との交点に至り、これから同県道を南に進み起点に至る線
で囲まれた一円の区域（１７ヘクタール）

◎群馬県告示第２５４号

銃猟禁止区域の設定の告示（平成５年群馬県告示第６８５号）の一部を次のように改正し、令和２年１１月１日

から施行する。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

表神流川銃猟禁止区域の項を次のように改める。

神流川特定猟 藤岡市の一部で、主要地方道前橋長瀞線と境川との交点（境 永年
具使用禁止区 橋）を起点とし、これから同川を東に進んで群馬県と埼玉県との
域 県境に至り、これから同県境を南に進んで国道４６２号との交点

（神流橋）に至り、これから同県境を南に進んで市道鬼石２０２
９号線との交点（上武橋）に至り、これから同県境を西に進んで
市道鬼石４２４０号線との交点（神泉橋）に至り、これから同市
道を西に進んで国道４６２号との交点に至り、これから同国道を
北東に進んで県道会場鬼石線との交点に至り、これから同国道を
北に進んで主要地方道前橋長瀞線との交点に至り、これから同国
道を北に進んでまた同主要地方道との交点に至り、これから同主
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要地方道を北に進んで起点に至る線で囲まれた一円の区域（１６
２クタール）

◎群馬県告示第２５５号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 保安林予定森林の所在場所 吾妻郡長野原町（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐は択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び長

野原町役場に備え置いて縦覧に供する。

◎群馬県告示第２５６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予

定である旨の通知があった。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 保安林予定森林の所在場所 吾妻郡高山村大字中山字大判形６７９７の１、６７９７の４、６７９７の５、６

８００の１、６８１３の１、６８１３の４、６８１８の１、６８１８の２、字後山３０８１の１、３０８１の２、

３０８８、３１１５、字城金山３１８６、３１９３、３２０５、３２２６、３２３２の２

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
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(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び高山村役場に備え置いて縦

覧に供する。

◎群馬県告示第２５７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県高崎土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の 変更の 敷地の幅員 延 長
路線名 区 間

種 類 前後別 メートル メートル

一般国道 ２５４号 高崎市吉井町矢田字東坂４１４番の２ 前 ７．７～２１．０ ３２３．６
地先から同市吉井町吉井川字下宿４１
２番の８地先まで 後 １３．１～５９．３ ３２３．６

県道 高崎神流秩父 高崎市吉井町岩崎字下越沢２３１２番 前 ９．４～３０．０ １９４０．０
線 の２地先から同市吉井町吉井川字下宿

３９２番の２地先まで 後 ９．４～３０．０ １９４０．０
１９．１～４４．０ ２３５０．０

高崎市吉井町池字石田３９番の６地先 前 ２７．０～３７．０ １５００．０
から同市吉井町本郷字道六神３番の１
地先まで

高崎市吉井町池字七反田４１６番の１ 後 ２７．０～３７．０ １８１０．０
地先から同市吉井町本郷字道六神３番
の１地先まで

高崎市吉井町池字伊勢森１３８１番地 前 ‐ ‐
先から同市同字釜ヶ渕１５６８番の２
地先まで 後 １６．７～１６．７ ８４．４

◎群馬県告示第２５８号

一般証紙の証紙売りさばき人の指定の告示（平成３年群馬県告示第３５５号）の一部を次のように改正し、令和

２年７月２８日から適用する。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

「蟻川銃砲火薬店 前橋市千代田町三丁目３―４
を「蟻川銃砲火薬店 前橋市千代田町三

古沢トシ子 前橋市表町二丁目１５―１３（ホワイト急便古沢店）」

丁目３―４」に改める。
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公 告■

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡千代田町大字上五箇字中道３１１－３ 邑楽郡千代田町大字上中森１０５０番地
橋本拓夢

２ 佐波郡玉村町大字角渕字天神５０７６－２ 佐波郡玉村町大字角渕６３６番地
小谷野佑太、小谷野麻依

３ 佐波郡玉村町大字上之手１９１２－８、１９１２－ 佐波郡玉村町大字板井９０５番地１ スプリー
９ ムユー１０３

金澤大地

４ 渋川市金井字田中７３５－２、７３５－３、７３５ 埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目３４１番地
－５、７３５－１１、７３８、７３９－４、７３９ ２
－１０、７４２－７、７４２－１２、７４３－３、 富士商運株式会社 代表取締役 山田智恵里
７４３－５、７３８先道路及び水路

５ 佐波郡玉村町大字上之手１９１２－６ 佐波郡玉村町大字上之手１７２４番地３ ジュ
ネスコグレＢ２０１号
中村真彦、中村佳小里

６ 吾妻郡草津町大字草津字泉水４７９－１、４７９－ 吾妻郡草津町大字草津４７９番地
２、４７９－４、４８０－１、４８０－３、５１３ 草津ホテル株式会社 代表取締役 黒岩透
－１、５１３－２、５１３－３、５１３－４、５１
３－５、５１３－６、５１３－７、５１３－８、５
１３－１２、５１３－１３、５１３－１４、５１３
－１５、字白根４６４－１５４７
（第１工区）
吾妻郡草津町大字草津字泉水４７９－１、４７９－
２、４７９－４、４８０－１、４８０－３、５１３
－１、５１３－２、５１３－３、５１３－４、５１
３－５、５１３－６、５１３－７、５１３－８

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

令和２年９月２５日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 高齢者施設用マスク ３，０３６，２００枚

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県会計局会計管理課 群馬県前橋市大手町一丁目１

番１号

３ 落札者を決定した日 令和２年９月１５日

４ 落札者の名称及び所在地 太田物産株式会社 群馬県渋川市渋川１８２８番地２３
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５ 落札金額 ２１，２０７，８５７円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和２年８月４日

毎週火､金曜日発行

群 馬 県発 行

群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111


